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【はじめに】本日協議いただきたいこと

○　本日、協議していただきたい事項は、現状の整理等の結果をもとに課題設定しており、当該課題
の設定内容に加えて、目標・対応方針等（目指すべき将来像・基本理念や基本方針等）も協議いた
だきたいと考えています。　
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【全体の流れ】

更別村地域公共交通活性化協議会
における交通計画検討

交通計画の策定
主務大臣への送付

事業の実施

交通計画の達成状況の評価

必要に応じて計画の見直し

【地域公共交通計画の検討手順】

更別村地域公共交通活性化協議会の了承

課題整理と対応方針

目標の検討

目標の実現のための事業の検討

交通計画案の作成

村民の意見反映（パブリックコメント）

本日協議

網形成計画の評価

現状の整理

上位・関連計画の整理

村民向けアンケート



【第１章】更別村地域公共交通計画の概要

○　本村の地域公共交通は、基幹的な輸送を担う路線バス（広尾線）と地域内交通（村民バス等）等が
相互に連携し、住民の日常生活を支える社会基盤として重要な役割を担っています。

○　今後においても、社会基盤としての地域公共交通ネットワークを維持・確保とともに、総合計画の
テーマである「住みたい　住み続けたいまち　ともにつくろう　みんなの夢大地」の実現に向け、上位・
関連計画との整合や更別村地域公共交通網形成計画の評価を踏まえながら、「更別村地域公共交
通計画」を策定します。
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計画の区域 更別村全域

計画の期間 令和７（2025）年度から令和１１（2029）年度までの５年間

上位・関連
計画との
整合等

第６期更別村総合計画
（平成30(2018)年3月－令和９(2027)年度）

住みたい　住み続けたいまち　　ともにつくろう　みんなの夢大地

便利に生活でき
るまちづくり

更別村地域公共交通計画
（令和７(2025)年度ー令和11(2029)年度）

更別村地域公共交通網形成計画
(令和２（2020)年度－令和６（2024）年度）

反映

即す

整合

産業が元気なま
ちづくり

心身の健康を支
えるまちづくり

環境を守り安心
して生活できる
まちづくり

区分 計画名

総合政策
関連

更別村デジタル田園都市国家構想総合戦略

子ども関連 更別村子ども・子育て支援事業計画

福祉関連 更別村地域福祉計画

県の
関連計画

十勝地域公共交通計画

人が育つまちづ
くり

知恵を出し合う
まちづくり



【第２章】更別村地域公共交通網形成計画の評価（概要）

○　更別村地域公共交通網計画策定以降、基本理念の実演に向けて設定した基本方針に基づき、各
種事業に取り組んだ結果を評価することで、更別村地域公共交通計画策定に活かします。
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基本方針１ 移動利便性向上に資する村内公共交通の再編

施策① 市街地における村民バスの路線再編

施策② 農村部における予約運行型タクシーの導入

施策③ 村民の移動ニーズ・生活実態に即した村内公共交通の運行時刻の見直し

基本方針２ 広域交通の維持に向けた村内交通との連携

施策④ 村内交通と広域交通との乗継利便性向上

基本方針３ 新たな交通体系の周知と利用拡大に向けた各種事業の実施・検討

施策⑤ 交通および買い物に係るアプリ・システム開発

施策⑥ 村内公共交通網再編に伴う周知機会の充実

施策⑦ 住民意見の聴取を目的とした意見交換の実施

施策⑧ 農村部における移動困難者に対する運賃助成の導入

施策⑨ 買い物利便性向上に向けた貨客混載の導入

基本理念
全世代が生涯にわたり「住み続けたい」と思える交通体系の構築
ＩＣＴ技術の活用により生産と生活基盤が両立し、安心して暮らせる村・さらべつの実現



【第２章】更別村地域公共交通網形成計画の評価（これまでの主な取組内容）
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【予約運行型タクシー関連】

（運行内容）
令和３（2021）年10月１日より、「市街地以外にお住まいの方のご自宅」と「市街地の指定箇所（６箇
所）」の間での乗合運行開始
令和６（2024）年４月１日より、村民全員（要登録）が「これまでの運行範囲で、運行方面を限定せず、
利用者が指定する乗降地点」間を利用可能な乗合で運行開始

（その他）
予約アプリ（スマートさらべつ）の提供開始

【村民バス及び広尾線（十勝バス）関連】

（村民バス）
５路線存在していた運行ルートを１路線（市街地内）に集約（運行ルート等も変更）

（広尾線）
市街地内を運行する村民バスのと広尾線（十勝バス）との接続改善を一部実施

出典：更別村地域公共交通網形成計画 出典：更別村地域公共交通のご案内



【第２章】更別村地域公共交通網形成計画の評価（総括）

○　村民バスは、予約運行型タクシーの導入により農村地区の運行を廃止し、市街地区の運行を増便
したことにより利用者の利便性を向上させました。それにより十勝バスとの接続は１便増の結果にな
りましたが、予約運行型タクシーにより農村地区から十勝バスへの乗り継ぎはスムーズにできるよう
になったため、利便性は向上しています。また、予約運行型タクシーは、予約アプリ（スマートさらべ
つ）を稼働させるとともに、令和６年４月には運行内容を変更し、移動利便性を向上させており、現時
点は目標値は達成できておりませんが、今後引き続き検証してまいります。

○　今後においては、既存利用者の移動利便性に加え、新規利用者からの意向を広く把握しながら、
村民バスや予約運行型タクシーの利用拡大を図りたいと考えています。また、帯広市への移動円滑
化も図りたいと考えています。
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評価指標
網計画の位置付け 評価

現況値 目標値 実績（２０２４年度（６月まで））

【基本方針１】

移動利便性向上に資す
る村内公共交通の再編

村民バスの平均日利用者数
（延べ利用者数）

２３人／日 ４１人／日 １８人／日

予約運行型タクシーの平均日
利用者数（延べ利用者数）

５人／日 ９人／日 ２人／日

【基本方針２】

広域交通の維持に向け
た村内交通との連携

十勝バスとの乗継が円滑な村
内公共交通（村民バス）の便数

１便 ９便 ２便

【基本方針３】

新たな交通体系の周知
と利用拡大に向けた各
種事業の実施・検討

アプリの利用者数 － ５０人 １５人

情報発信に対する不満の解消 ３０．２％ ２２．２％ 秋実施予定

意見交換会の実施回数 ０回／年 １回／年 ０回／年
※アンケート調査把握済



【第３章】現況及び課題整理（生産年齢人口の減少や高齢化率の高まり）
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【現況整理】

　○　本村において、生産年齢人
口は減少傾向であり、高齢
化率の割合は増加傾向と
なっています。

【課題整理】

　○　生産年齢人口の維持し、本村内の活力を確保す
るため、移動利便性を高める必要がある。

　○　高齢者を中心とする移動手段が充実していない
方の移動支援を行っていく必要がある。
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【第３章】現況及び課題整理（都市機能の立地状況）
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【現況整理】

　○　商業施設等の都市機能は、市街地
に集中しています。

　○　また、診療所は市街地に立地してい
ますが、村内には総合病院は立地し
ていません。

【課題整理】

　○　農村部を中心に市街地へのアクセ
ス性を確保していく必要がある。

　○　村内にない都市機能（総合病院等）
を利用可能なものにするために、村
外へのアクセス性も確保していく必
要がある。

出典：令和5年度地域交通物流に関する調査検討業務調査結果



【第３章】現況及び課題整理（各種調査結果）
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【課題整理】

　○　村内運行する既存地域公共交通の利用
方法等を周知していく必要がある。　

　○　村内運行する既存地域公共交通が運行
していない曜日や運行頻度が充実してい
ない時間帯を対象に移動手段の確保の
ニーズがある。

　○　村民の広域移動の利便性向上のため、
本村と帯広空港とのアクセス性改善の
ニーズがある。

調査名 十勝地域公共交通調査等委託業務

実施
時期

令和４（２０２２）年度

意見
内容

（趣旨）

帯広空港と更別村は距離が短い
のに、路線バスを利用すると非常
に時間がかかる。

調査名
更別村Well-Being向上に向けた取組
支援業務

実施
時期

令和５（２０２３）年度

意見
内容

（趣旨）

村内の地域公共交通の使い方が
分からない。また、若者でも利用
してよいものか分からない。
休日運行してほしい。また、運行
時間帯は長めに確保してほしい
（夜間休日受診ができない）



E60E60

【第４章】基本理念と基本方針（案）（目指すべき将来像）

○　農村部から市街地内までのアクセス性を確保し、市街地内を循環する村民バスを引き続き運行し
ます。また、地域公共交通と既存の広域移動が可能な十勝バス（広尾線）との接続を維持し、都市機
能が充実している帯広市までのアクセス性を確保します。加えて、最新の地域公共交通情報を村民
に周知します。

○　本村から直接アクセスできない帯広空港までのアクセス方法を検討します。また、市街地の移動
利便性向上のために自動運転の実証実験を実施し、本格運行の可能性を検討します。さらに、地域
公共交通空白時間（休日・１７時台以降）の解消を図るための移動手段を検討します。
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広尾線（十勝バス）
村内バス
予約運行型タクシー
高速道路
一般国道
主要地方道
県道
その他道路

【運行する地域公共交通網】

広尾線（十勝バス）
帯広空港アクセス線
市街地の移動利便性向上
地域公共交通空白時間の解
消を図る運行
高速道路
一般国道
主要地方道
県道
その他道路

【導入検討網】



【第４章】基本理念と基本方針（案）（村内交通の役割分担）

位置付け 系統名等 主なネットワークの役割 方向性

広域的
幹線バス網

広尾線（十勝バス）
村内から帯広市への広域的な移動
需要に対応

将来に渡って一定以
上のサービス水準を
維持・確保します。

地域内
幹線バス網

村民バス
人口や都市機能が村内で集積する
市街地部内での移動需要に対応

支線バス網 予約運行型タクシー
※フィーダー系統国庫補助金を活用

農村部から市街地間を中心とする
移動需要に対応

導入検討網

帯広空港アクセス線
帯広空港への移動需要に対応する
ことを検討 既存のバス網等では

満たされない移動需
要は、導入検討網と
して新たな移動手段
の確保を検討します。

自動運転バス
市街地の移動利便性向上のために
本格運行することを検討

新たな移動手段
地域公共交通空白時間の解消に
対応することを検討

特定利用者
の運送サー
ビス

スクールバス

特定利用者の移動利便性確保に
対応

－

移送サービス（福祉）

移動支援事業

福祉有償運送

さらクル移動サービス

介護タクシー

送迎ボランティア活動
11



【第４章】基本理念と基本方針（案）（基本理念と基本方針の設定）

【基本理念】

　○　更別村地域公共交通網形成計画を策定時と考え方は同じであることから、更別村地域公共交通
網形成計画の「基本理念」は、更別村地域公共交通計画に引き継ぎます。

【基本方針】

　○　一方で、「基本方針」は、従来の基本方針１及び２を統合して新たに基本方針１へ、従来の基本
方針３を新たに基本方針２へ設定し、地域公共交通空白状況等の解消を求める声などがあること
から、基本方針３を新たに設定して検討を進めていきたいと考えています。
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基本方針１ 移動利便性向上に資する村内公共交通の再編

基本方針２ 広域交通の維持に向けた村内交通との連携

基本方針３ 新たな交通体系の周知と利用拡大に向けた各種事業の実施・検討

基本理念
全世代が生涯にわたり「住み続けたい」と思える交通体系の構築
ＩＣＴ技術の活用により生産と生活基盤が両立し、安心して暮らせる村・さらべつの実現

【変更前】

基本方針１ 地域公共交通の移動・乗継利便性向上

基本方針３ 地域公共交通空白状況の解消等

基本方針２ 新たな移動手段の周知と利用拡大に向けた事業の実施

基本理念
全世代が生涯にわたり「住み続けたい」と思える交通体系の構築
ＩＣＴ技術の活用により生産と生活基盤が両立し、安心して暮らせる村・さらべつの実現

【変更後】



【第５章】事業・検討内容（案）（基本方針１に関連する事業内容）
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事業名称 村民バスの利便性向上

事業推進
の役割

更別村
　本村が事業主体となり村民バスを運行し、運行計画の見直しを
行います。

交通事業者 　運行管理等の業務に従事します。

事業概要
村内の移動利便性向上及び効率的な運行の両立を図るため、現状の運行ルー
ト及び時刻表を見直します。この際、村民バス利用者の速達性やパターンダイヤ
の導入等に留意します。

事業名称 予約運行型タクシーの継続運行及び村外への移動円滑化

事業推進
の役割

更別村
　本村が事業主体となり予約運行型タクシーを運行し、必要に応
じて運行計画の見直しを行います。

交通事業者 　運行管理等の業務に従事します。

事業概要
令和６年４月から村内全域を対象に乗降可能となる変更等を加えており、今後は
利用動向を分析しながら、運行内容変更の必要性を整理し、必要に応じて運行
計画の見直しを行います。



【第５章】事業・検討内容（案）（基本方針２に関連する事業内容）
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事業名称 地域公共交通情報の周知

事業推進
の役割

更別村
　関係者と連携しながら、地域公共交通情報の周知用のチラシ作
成・発信を行います。

事業概要

「更別村地域公共交通のご案内」を改訂し、村民バスのバス停留所の設置がな
いこと、運行ルート上での自由乗降が可能であること及び村民どなたでも利用可
能であること等を周知します。この際、新たに導入する移動手段がある場合は、
「更別村地域公共交通のご案内」に適宜追加・改訂します。
主要施設との連携や村のホームページ等により、「更別村地域公共交通のご案
内」を周知します。

事業名称 村民からの意見収集の実施

事業推進
の役割

更別村
　住民の意見を把握するため、アンケート調査等により意見収集
を行います。

事業概要 把握した意見をもとに、地域公共交通の利便性向上につなげます。



【第５章】事業・検討内容（案）（基本方針３に関連する検討内容）
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検討名称 村内の地域公共交通空白時間の解消方策の検討

検討推進
の役割

更別村
　関係者との調整役を担いながら、公共交通空白時間の解消に
適する運行計画等を立案します。

交通事業者 　運行管理等の業務に従事します。

検討概要
村内の地域公共交通が充実していない曜日及び時間帯（１７時台以降）を対象に、
地域資源を活用した新たな移動手段を提供を検討します。

検討名称 帯広空港への移動円滑化の検討

検討推進
の役割

更別村
　関係者との調整役を担いながら、公共交通空白状況の解消に
適する運行計画等を立案します。

交通事業者 　運行管理等の業務に従事します。

検討概要
帯広空港への移動を円滑化するため、新たな移動手段を提供を検討します。こ
の際、運行効率性等を高めるため、ＩＣＴ技術を活用した予約方法等の導入を検
討します。

検討名称 自動運転の本格実施の検討

検討推進
の役割

更別村
Social 
Knowledge 
Bank合同会
社

　更別村を含む構成員で組織している合同会社において、実証実
験の運行計画等を立案します。

検討概要
市街地の移動利便性向上のため、自動運転の実証実験を行い、本格運行の可
能性を検討します。



【参考掲載】現状・課題整理から事業・検討内容（案）までの体系図
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地域公共交通の移動・
乗継利便性向上

【基本理念（案）】 【事業・検討内容（案）】

地域公共交通空白状況
の解消等

新たな移動手段の周知
と利用拡大に向けた事
業の実施

①　村民バスの利便性向上
②　予約運行型タクシーの継続運行及び村外への移動円滑化

⑤　帯広空港への移動円滑化の検討

⑥　自動運転の本格実施の検討
⑦　村内の地域公共交通空白時間の解消方策の検討

③　地域公共交通の周知
④　村民からの意見収集の実施

　全世代が生涯にわた
り「住み続けたい」と思
える交通体系の構築

　ＩＣＴ技術の活用により
生産と生活基盤が両立
し、安心して暮らせる
村・さらべつの実現

【基本方針（案）】

【現状】 【課題】

　生産年齢人口は減少傾向であり、高齢化率
の割合は増加傾向

生産年齢人口の維持し、本村内の活力を確保するため、移動利便
性を高める必要

高齢者を中心とする移動手段が充実していない方の移動支援を行っ
ていく必要

人
口

商業施設等の都市機能は市街地に集中

市街地を含めて総合病院の機能が不足

農村部を中心に市街地へのアクセス性を確保していく必要

村内にない都市機能（総合病院等）を利用可能なものにするために、
村外へのアクセス性も確保していく必要

都
市
機
能

村内の地域公共交通の利用方法が潜在
利用者に到達していない
休日や平日の１７時台以降に地域公共交
通空白時間が発生
帯広空港のアクセスが悪い

村内運行する既存地域公共交通の利用方法等を周知していく必要
がある。　

村内運行する既存地域公共交通が運行していない曜日や運行頻度
が充実していない時間帯を対象に移動手段を確保する必要がある。

村民の広域移動の利便性向上のため、本村と帯広空港とのアクセス
性を改善する必要がある。

各
種
調
査
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